
１　総括
(1) 人件費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 ％ ％

(注）人件費には、議会議員やその他非常勤特別職の報酬、町長などの特別職給与、職員給与及び退職手当組
　　合負担金などが含まれています。

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円

(注）職員手当には退職手当を含みません。
 職員数は、平成25年4月1日現在の人数です。

(3) 特記事項
（給与減額の状況）

 　平成２５年７月１日 ～ 平成２６年３月３１日

（給料）国の要請を踏まえ、７月からの減額措置を行うにあたっては、平成２５年度のラスパイレス指数が

公表されていなかったことから、平成２４年度のラスパイレス指数１０３．４を基にラスパイレス

指数を１００とした場合の減額率（３．２９％）を算出し、給料月額を減額しました。

（手当）期末勤勉手当、超過勤務手当等の給料により算出される手当についても、給料の減額率をもとに減

額を実施しました。

(4) ラスパイレス指数の状況

 （注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、
　　　　　（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）
　　　　　適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。
　　　 ２　「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が
　　　　　無いとした場合の値です。

抑制済又は減額措置の内容

国の要請を踏まえた
減額措置の取組

減額実施期間又は減額を実施していない場合はその理由

実施

5,399
25年度

137

職員数 給　　　与　　　費 一人当たり給与費

Ａ

492,594 73,056 174,057 739,707

三春町の給与・定員管理等について

区分
住民基本台帳人口 歳出額

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

18,153 9,978,661 13.6354,844 1,195,893

　　　　　計　　　Ｂ

12.0

Ｂ／Ａ

実質収支 人件費 人件費率 （参考）

（２５年度末） Ａ Ｂ 24年度の人件費率Ｂ／Ａ

区分

25年度

94.1 
94.9 

94.2 

103.9 104 
103.2 

96 96.2 
95.4 

100.2 

102.3 
101.4 

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

三春町 類似団体平均 全国町村平均 

H20.4.1

H25.4.1

H25.4.1（参考） 

H25.7.1
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（5）給与改定の状況

①月例給

（参考）

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。


②特別給（期末・勤勉手当）

（参考）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成25年4月1日現在）

　　　　① 一般行政職

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円 円

歳 円 円

円

②技能労務職

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円 円

歳 円 円

円

（注）１「平均給料月額」とは、各年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
　　　２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤
　　　　務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明
　　　　らかにされているものです。
　　　　　また、「平均給与月額の下段（国　比較　ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベ
 　　　ース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。
　　　　　このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであり、地方公務員給与実態調査において
　　　　明らかにされているものです。　　　　　 　　　
　　　３ 国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国 比較 ベース）」の括弧書き
　　　　は、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）です。

(325,400)

類似団体
310,962

48.8 299,756

国
49.9 309,534

福島県
420,656

53.0 397,644

区　　分 平均年齢 平均給与月額

三春町
297,150

58.6 292,900

類似団体
361,874

42.5 342,511

338,309

国
43.1 376,257 (405,463)307,220(332,446）

41.8 326,623300,900

福島県
419,988

43.2

区　　分 平均年齢 平均給与月額

三春町
354,639

（注） 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月
数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。（人事院勧告における金額を記載）

月 月

3.91 3.90 0.01 改定なし 3.90 3.95

支給月数

25年度
月 月 月 月

区　分

県人事委員会の勧告
三春町の

年間支給月数
公務員の 較差 勧　告

割合　　Ａ 支給月数　Ｂ Ａ-Ｂ （改定月数）

国の年間

％ ％

382,390 377,386 5,004 改定なし 改定なし 改定なし

民間の支給

Ｂ Ａ-Ｂ （改定率）

25年度
円 円 円 ％

区　分

県人事委員会の勧告
三 春 町 の
給与改定率

民間給与 公務員給与 較差 勧　告 国の改定率

Ａ

平均給料月額

316,601

平均給料月額

288,301

272,119（286,850）

376,713

280,555

367,674
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(2) 職員の初任給の状況（平成25年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）です。

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成25年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成25年4月1日）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

(注）１　町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
  　 ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

短　大　卒 263,300 322,300 339,200 366,400

最高号給の
給料月額

362,300

330,600

270,700

271,900

405,000

316,100

-

359,600

三春町

１号給の
給料月額

-

-

271,000

-

-

188,300

339,100

区 分

経験年数
（25年～29年）

経験年数
（30年～34年）

経験年数
（20年～24年）

中　学　卒 123,600 136,100 -

142,500 146,900 133,418

一般行政職 大　学　卒 175,100 181,800 163,987

短　大　卒 155,400

1　級 主事・技師・副主事・副技師
28 18.9 137,900 247,900

2　級 主査
12 8.1 188,900 313,700

3　級 主任主査・主査
60 40.5 226,700 361,500

4　級 主幹
31 20.9 266,400 396,000

5　級 総括主幹
3 2.0 294,300 410,900

6　級 課長等
14 9.5 326,200 438,400

区　分 標準的な職務内容

中　学　卒 -

構成比職員数

技能労務職 高　校　卒

高　校　卒

一般行政職 大　学　卒

区　　　         分
経験年数

（10年～14年）

技能労務職 高　校　卒 139,500 144,500 -

高　校　卒

福島県

(172,200円)

国

- -

(140,100円)

18.9% 14.1% 10.2% 

8.1% 
8.7% 14.7% 

40.5% 45.6% 43.9% 

21.0% 16.9% 19.1% 

2.0% 4.6% 3.8% 
9.5% 10.1% 8.3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２５年の構成比 １年前の構成比（H24） ５年前の構成比（H20） 

６級 

５級 

４級 

３級 

２級 

１級 
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(2) 昇給への勤務成績の反映状況

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円 千円

（２５年度支給割合） （２５年度支給割合） （２５年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算５～１５％ ・役職加算　５～２０％ ・役職加算　５～２０％

・管理職加算　１０～２５％ ・管理職加算　１０～２５％

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況

 (2) 退職手当（平成25年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　無　） 定年前早期退職特例措置（2％～20%加算）

１人当たり平均支給額 千円 千円

 (3)時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(注）超過勤務手当には選挙手当等（Ｈ２４＝衆議院選挙、Ｈ２５＝参議院選挙）が含まれています。

三　　　　　春　　　　　町

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算） 206

支給実績（２４年度決算） 29,528

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算） 229

(注）退職手当の支給率は、福島県市町村総合事務組合「市町村職員の退職手当に関する条例」で定め

　　 られています。

支給実績（２５年度決算） 28,160

46.55 46.55

55.86 55.8655.86

55.86

23.03 23.03

32.83 32.8338.955

28.788

　
　１年間の上期における勤務成績を12月期勤勉手当支給、下期における勤務成績を６月期勤勉手当支給に反映
させています。成績区分はＡ～Ｅの５段階の区分を設定しており、各期ごとの成績区分に応じた支給率を設定し
て、勤勉手当を支給しています。

2.55 1.35月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.6 月分

月分

2.55

　
　三春町職員の指導及び監督の有効な指針とするとともに、公正な人事行政を行い、もって職員の能率
の発揮及び増進を図ることを目的として、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４０条第１項
の規定に基づく勤務成績の評定を実施するため、三春町職員勤務評定実施規程を制定して実施していま
す。
　平成２５年度の前期は９月３０日を基準日とし、４月１日から９月３０日の期間を、後期は３月３１
日を基準日とし、１０月１日から３月３１日の期間を勤務評定の評価期間として実施しました。第一評
定及び第二評定後に、副町長、教育長の調整を実施し、勤務評定実施権者である町長が確認しました。
　職員の昇給については、毎年１月１日に実施し、職員の昇給区分をＡ～Ｅの５段階で昇給に反映させ
ています。

三春町

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

20,9472,678

月分

国

期末手当 勤勉手当期末手当 勤勉手当

月分

福島県

期末手当 勤勉手当

月分 1.35

1,299 1,638

55.86

38.955

1.35 月分

55.86

月分

-

(1.45) (0.65)月分

国

１人当たり平均支給額（25年度）１人当たり平均支給額（25年度）

(1.35) 月分 (0.65) 月分月分

28.7875
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(4) その他の手当（平成25年4月1日現在）

1.

2.

千円 千円

千円 千円

(注）寒冷地手当の支給期間は毎年11月から３月までの５か月間です。ただし、三春町は平成16年度から支給停止
　としています。

管理職手当
（支給額）
本省庁課長
25%～10%

0 0
寒冷地
手当

千円8,684

同じ

（支給額）
・公共交通機関利用者　運賃相当額た
だし61,000円を超えた部分は１/2
・交通用具利用者　2,200円～43,100円
・自動車以外の原付交通用具利用者
2,000円～21,600円
・自転車のみ通勤者　2,000円

（支給要件）
　通勤のために交通機関等の利用を常
例とすること、運賃等の負担を常例と
すること、徒歩により通勤するものと
した場合の通勤距離が片道２km以上で
あること

千円61

（支給額）
・課長　給料月額の10%に相当する額
・施設長　給料月額の6%に相当する額

（支給要件）
　やむを得ない事情により配偶者と別
居し、単身で生活する職員

異なる

8,988 375異なる

（支給額）
・国は55,000円以下
については運賃等相
当額
・交通用具利用者
は、2,000円～24,500
円

9,543 千円

（支給要件）
・月額12,000円を超
える家賃を支払って
いる職員
（支給額）
・家賃23,000円以下:
家賃額－12,000円
・家賃23,000円を超
え55,000円未満（家
賃額－23,000円）×
１/2＋11,000円
・家賃55,000円以上
27,000円

(支給要件１）
単身赴任手当を支給される職員で、配
偶者が居住するため住居を借り受け、
現に当該住宅に配偶者が居住し、月額
9,500円を超える家賃を支払っている職
員

国の制
度との
異同

同じ

内容及び支給単価

（支給額）
・配偶者13,000円
・配偶者以外の扶養親族各々6,500円
・配偶者のいない職員の扶養親族のう
ち１人　11,000円
・１６～２２歳までの子１人につき
5,000円を加算

職員の居住する借家・借間

（支給要件）
自ら居住するための住宅を借り受け月
額9,500円を超える家賃を支払っている
職員

（支給要件）
月額12,000円超える
家賃を支払っている
職員

（支給額）
１により算出される
額の１/2の額

（支給要件）
月額12,000円を超え
る家賃を支払ってい
る職員

異なる

異なる

（支給額）
１により算出される額の１/2の額

（支給要件２）
単身赴任手当を支給される配偶者のな
い職員で、単身赴任手当の支給要件に
係る子が現に居住している住宅を借受
け、月額9,500円を超える家賃を支払っ
ている者

国の制度と
異なる場合
国の内容

258 千円

（25年度決算）

229

扶養手当

（25年度決算） 平均支給年額手　当　名

住居手当

千円千円

（支給額）
・家賃20,500円以下
⇒ 家賃額－9,500円
・家賃20,500円以上
⇒（家賃額－20,500円）×1/2（その控
除した額の１/2が16,000円を超えると
きは、16,000円）＋11,000円

配偶者等の居住する借家・借間 

支給地域（４級地）
・世帯主である職員のうち　扶養親族
のある職員　17,800円
・その他の職員　10,200円
・世帯主でないその他の職員　7,360円

16,940

支給実績 支給職員１人当たり

3091,546 千円千円

通勤手当

（支給額）
・基本額　23,000円
・距離に応じた加算額6,000円から
45,000円

異なる
単身赴任

手当

加算額の交通距離区
分について、300㎞ま
でを交通距離50㎞ご
とに区分
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５　特別職の報酬等の状況（平成25年4月1日現在）

円 円／ 円

（ 円）

円 円／ 円

（ 円）

円 円／ 円

（ 円）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　（１期の手当額）　（支給時期）

円

円

円

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。
※ 減額の実施期間は、平成２５年７月から平成２６年３月末までです。

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期
　　　　（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

６　職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

除染業務における職員増

(注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　 ２　[     ]内は、条例定数の合計です。平成18年度に条例を改正し、205人から180人となっています。

任期毎に支給

任期毎に支給

任期毎に支給

226,500

合　計
155 154

[　 180　 ］ [　 180　 ］

152 ▲2 ＜参考＞H25普通会計
人口１万人当たり職員数75.46人
（類似団体の人口１万人当りの職
員数69.26人）[　 180　 ］

8

小　計 15 14 15 1

水道業務における職員増

下水道 2 2 2

公
営
企
会
業
計

等
部
門

水道 4 4 5 1

その他 9 8

小　計 38 38 34 ▲4

教育 38 38 34 ▲4
三春中学校建設終了などに伴
う職員減

1

小　計 102 102 103 1

普
通
会
計
部
門

一般行政部門 61 58 58

福祉関係 41 44 45

　　　　　　 区　　分

　部　　門

職　　　員　　　数 対前年
増減数

主な増減理由
平成23年 平成24年 平成25年

退
職
手
当

　　（算定方式）

町 長 795,000円×在職月数×48／100

副 町 長 634,000円×在職月数×29／100

教 育 長 591,000円×在職月数×20／100

議 長 　　（25年度支給割合）

副 議 長 2.90

議 員

議 員 345,000 157,000

期
末
手
当

町 長 　　（25年度支給割合）

副 町 長 2.90

教 育 長

副 議 長 360,000 180,000246,000

310,000

教　　 育　 　長

591,000

報
　
酬

議 長 420,000

224,000

給
　
　
　
　
料

854,000町 長 768,844

613,141

571,556

215,100

副 町 長 710,000 288,000

区 分 給　　料　　月　　額　　等

（参考）H25類似団体における最高／最低額

634,000

5,673,600

8,825,280

18,316,800

795,000
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（2)年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在）

　

(3) 職員数の推移 （単位：人・％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

(▲5.5%)

▲ 7 (▲0.9%)

▲ 8

▲ 9

0

▲ 9

(0.0％)

-

(▲20.0%)

(▲6.0％)

15

総合計 165 163 155 154 152

140 140 137

156

公営企業等会計 計 15 16 15 14 15

141

消　　防 - - - - -

普通会計 計 150 147

32

平成26年
(参考）

過去５年間
の増減数（率）

109

人 人

19

人

0

152

103

教　　育 40 39 38 38 34

1718

一般行政 110 108 102 102

            年度
 部門別

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

人 人

16 16

人 人 人

3 9 10 11 10

人

14 2017 1518 219 19

人

職員数
(H25)

人 人 人 人

（参考）

職員数
(H26) 3 8 12

23 0

人 人 人 人

43歳

人 人人

35歳 39歳27歳 59歳

～ ～

人 人 人

以上

60歳

～ ～ ～ ～
36歳 40歳 44歳

51歳 55歳

56歳

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

47歳未満 23歳

～

31歳

52歳

～ ～ ～

48歳

計

156

人

人

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

20未満 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60以上 

構成比(H25.4.1) ５年前の構成比（H20） 
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